
市内で被災された小規模事業者の皆様へ

セーフティネット
国の「小規模事業者持続
化補助金」で採択に至ら
なかった事業者へ、再度、
設備投資の機会を提供。

経営改善の促進 生産性向上の支援
単なる資金援助ではなく、
専門家の支援を前提とした
計画再構築を求めること
で、経営体質を強化。

持続的成長に向けて業務効
率化や省力化・省人化に資
する投資を促し、災害に強
い事業基盤の確立を支援。

小規模事業者設備投資促進補助金

○補助金の趣旨と目的

○補助金対象者

氷見市内の事業者：市内に主たる事業所を有し、能登半
島地震で被害を受けた者
不採択の実績：国の小規模事業者持続化補助金（災害支
援枠、通常枠）で不採択となった実績があること
計画の再構築：不採択後、専門家の支援を受けて事業計
画を再構築していること

お問合せ先：氷見市産業振興部商工観光課 0766-74-8105

○補助金額、補助率

補助金額：１００万円、または、国の小規模事業者持続
化補助金申請額の低い方
補助率：２／３

この補助金は国の「重点支援地方交付金」を活用しております。
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